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（2020年４月８日現在） 

Smart Data Platformサービス利用規約 別冊 

（Flexible InterConnectサービス） 

（2020年４月21日現在） 

Smart Data Platformサービス利用規約 別冊 

（Flexible InterConnectサービス） 

  

料金表 

第１ 利用料金の適用 

 １ Flexible InterConnectサービスに係る利用料金は、１の契約ＩＤごとにFlexible 

InterConnectサービスに係る各プランの料金の額を合算して適用します。 

料金表 

第１ 利用料金の適用 

 １ （略） 

２ Flexible InterConnectサービスに係る利用料金の額は、別段の定めがない限り、

１の料金月において次表に掲げる算定方法及び当社のサービスサイトに掲載する料

金表（以下、「Web料金表」といいます。(https://fic.ntt.com/)）に基づき、プラ

ンごとに算出されるものとします。 

２ Flexible InterConnectサービスに係る利用料金の額は、別段の定めがない限り、

１の料金月において次表に掲げる算定方法及び当社のサービスサイトに掲載する料

金表（以下、「Web料金表」といいます。(https://fic.ntt.com/)）に基づき、プラ

ンごとに算出されるものとします。 

(1) 算定方法 (1) 算定方法 

 区分 内容   区分 内容  

 料金種別 従量上限 １の料金月において算出した期間料金（備考１に

規定するものとします。以下同じとします。）と、

その期間のプラン（Web料金表に規定するものを

いいます。以下、同じとします。）に係る月額上

限料金（Web料金表に規定するものをいいます。

以下、同じとします。）を比較し、低い料金をそ

の料金月の利用料金（以下「月額料金」といいま

す。）として適用します。 

  料金種別 従量上限 （略）  

       従量上限（プ

ラン変更あ

り） 

次項に基づき月額料金を算出します。 

(1) １の期間料金と、その期間のプランに係る

月額上限料金を比較し、低い料金をその期間に

適用する料金とします。 

 ただし、１の料金月においてプラン変更（契

約プランの利用開始及び廃止を含みます。）が

複数回行われた場合であって、変更されたプラ

ンのうち、同一のプランが複数存在するとき

は、その同一のプランに係る利用時間を合算し

た値にそのプランにおける時間料金（Web料金

表に規定するものをいいます。以下、同じとし

ます。）を乗じて得た額を、本号に規定する１

の期間料金として扱います。 

(2) 前号に基づき算出されたそれぞれの料金を

合算して得た額と、その料金月に利用したプラ

ンに係る月額上限料金のうち最も高い額を比

較し、低い料金を月額料金として適用します。 

 

 備考   備考  
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１ この表における期間料金は、下記の計算式に基づいて算出するものとします。 

期間料金 ＝ 利用時間 × プランにおける時間料金（Web料金表に規定す

るものをいいます。以下同じとします。） 

１ この表における期間料金は、下記の計算式に基づいて算出するものとします。 

期間料金 ＝ 利用時間 × プランにおける時間料金 

 ２ 前項に規定する利用時間は、１の料金月において契約者の操作によりプラン

の利用開始を実施した時刻（当該時刻を含みます。）から起算し、当該プランの

利用終了を実施した時刻（当該時刻を含みません。）までの経過時間とし、当社

の機器により測定します。 

  ２ 前項に規定する利用時間は、１の料金月において契約者の操作によりプラン

の変更（プランの利用開始を含みます。）を実施した時刻（当該時刻を含みま

す。）から起算し、当該プランの変更（当該プランの利用終了を含みます。）を

実施した時刻（当該時刻を含みません。）までの経過時間とし、当社の機器によ

り測定します。 

 

 ３ 利用時間の測定において端数時間が生じた場合は、利用時間の単位に応じて

次のとおりとします。 

(1) 利用時間が分単位の課金の場合 

1分に満たない端数時間を分単位で切り上げた時間とします。 

(2) 利用時間が日単位の課金の場合 

1日に満たない端数時間を日単位で切り上げた時間とします。 

  ３ （略）  

  

第２ メニューに係る提供条件等 第２ メニューに係る提供条件等 

  

１ 当社は、Flexible InterConnectサービスにおいて次に掲げるメニューを提供します。

なお、各メニューにおけるプランはWeb料金表に定めるものとし、契約者は、各メニュ

ーに係るプランの変更を請求できないものとします。 

１ 当社は、Flexible InterConnectサービスにおいて次に掲げるメニューを提供します。

なお、各メニューにおけるプランはWeb料金表に定めるものとします。 

 （１） FICリソースに係るもの  （１） FICリソースに係るもの 

 メニュー 提供条件等   メニュー 提供条件等  

 FIC-Port FIC-Port

（Basic） 

（略）   FIC-Port FIC-Port

（Basic） 

（略）  

  FIC-Port

（XaaS） 

（略）    FIC-Port

（XaaS） 

（略）  

  VLAN ブロッ

ク 

（略）    VLAN ブロッ

ク 

（略）  

 FIC-Router FIC-Router

（Basic） 

（略）   FIC-Router FIC-Router

（Basic） 

（略）  

  FIC-Router

（XaaS） 

（略）    FIC-Router

（XaaS） 

（略）  

 L3-Component FIC-FW （略）   L3-Component FIC-FW （略）  

  FIC-

NAT 

NAPT

又は

NAT 

（略）    FIC-

NAT 

NAPT

又は

NAT 

（略）  

 FIC-Connection    FIC-Connection   

  （略）    （略）  

 備考 

 

  備考 

１ 契約者は、FIC-Connectionに限り、プランの変更を請求することができるも

のとします。 

 ただし、その他接続先に係るメニューにおいて別段の定めがある場合は、そ

の定めによります。 
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 １ 当社は、契約者によるFIC-Portに係るプランの利用申込を承諾した時刻（利

用申込時刻とします。以下同じとします。）を起点として、90日（その利用申

込時刻から24時間となる時刻を1日目として、90日目の同時刻をいいます。以

下本欄において同じとします。）以内に契約者がそのプランの利用開始を実施

した場合は、その利用開始の時刻からFIC-Portの課金を開始します。 

  ２ （略）  

 ２ FIC-Portに係るプランの利用申込時刻を起点として、契約者による利用開

始がなく90日を経過した場合は、当社は、90日となるその時刻より、契約者が

そのプランの利用開始を実施したとみなして課金を開始します。 

  ３ （略）  

 ３ FIC-Portのプランの利用申込時刻を起点として、契約者による利用開始が

なく90日以内に契約者がそのFIC-Portのプランを解約した場合は、当社は、そ

のFIC-Portに係るキャンセル料として、以下に定める料金を一括して支払っ

ていただきます。 

    (1) FIC-Port（Basic） 1Gb/sプランの場合 90,000円（99,000円） 

    (2) FIC-Port（Basic） 10Gb/sプランの場合 105,000円（115,500円） 

    (3) FIC-Port（XaaS） 1Gb/sプランの場合 300,000円（330,000円） 

    (4) FIC-Port（XaaS） 10Gb/sプランの場合 900,000円（990,000円） 

  ４ （略） 

 

 

 ４ （略）   ５ （略）  

 ５ （略）   ６ （略）  

 ６ （略）   ７ （略）  

 ７ （略）   ８ （略）  

  

（２）その他接続先のもの （２）その他接続先のもの 

 メニュー 提供条件等   メニュー 提供条件等  

 Enterprise Cloud 2.0接続 １ 当社は、Flexible InterConnect サービスと

Enterprise Cloud 2.0 を FIC-Connection にて

L3 で接続する機能を提供します。 

２ 契約者は、契約者と異なる名義のEnterprise 

Cloud 2.0と接続する場合には、あらかじめそ

のEnterprise Cloud 2.0に係る契約者の同意

を得るものとします。この場合において、異な

る名義のEnterprise Cloud 2.0への接続にお

いて生じる責任は、契約者が負うものとしま

す。 

  Enterprise Cloud 2.0接続 １ （略） 

 

 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amazon Web Services接続 １ Flexible InterConnect サービスと Amazon 

Web Services,Inc.のアプリケーションサービ

スとの間をFIC-ConnetionにてL2又はL3で接

続する機能を提供します。 

２ 契約者は、契約者と異なる名義のAmazon Web 

Services,Inc.のアプリケーションサービスと

接続する場合には、あらかじめそのAmazon Web 

Services,Inc.のアプリケーションサービスに

係る契約者の同意を得るものとします。この場

合 に お い て 、 異 な る 名 義 の Amazon Web 

  Amazon Web Services接続 １ （略） 

 

 

 

２ （略） 
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Services,Inc.のアプリケーションサービスへ

の接続において生じる責任は、契約者が負うも

のとします。 

 

 

３ 契約者は、Amazon Web Services接続に係る

プランの変更を請求することはできないもの

とします。 

 Microsoft Azure ExpressRou

te接続 

１  Flexible InterConnect サ ー ビ ス と

Microsoft Azure との間を FIC-Connection に

て L2 又は L3 で接続する機能を提供します。 

２ 契約者は、契約者と異なる名義のMicrosoft 

Azureと接続する場合には、あらかじめその

Microsoft Azureに係る契約者の同意を得るも

のとします。この場合において、異なる名義の

Microsoft Azureへの接続において生じる責任

は、契約者が負うものとします。 

  Microsoft Azure ExpressRou

te接続 

（略）  

 Google Cloud Platform接続 １ Flexible InterConnect サービスと Google 

Cloud Platform(TM)(以下 GCP とします。)との

間を FIC-Connection にて L2 又は L3 で接続す

る機能を提供します。 

２ 契約者は、契約者と異なる名義のGCPと接続

する場合には、あらかじめそのGCPに係る契約

者の同意を得るものとします。この場合におい

て、異なる名義のGCPへの接続において生じる

責任は、契約者が負うものとします。 

  Google Cloud Platform接続 １ （略） 

 

 

 

２ （略） 

 

 

 

 

３ 契約者は、Google Cloud Platform接続にお

いて１Ｇを超えるプランへの変更を請求する

ことはできないものとします。 

４ 契約者は、Google Cloud Platform接続にお

いて１Ｇを超えるプランから他のプランへの

変更を請求することはできないものとします。 

 

 Universal Oneサービス接続 １  Flexible InterConnect サ ー ビ ス と

Universal One サービス（VPN サービスに限り

ます。以下同じとします。）との間を FIC-

Connectionにて L3で接続する機能を提供しま

す。 

２ 契約者は、その接続するUniversal Oneサー

ビスの代表契約者の名義が契約者と同一であ

ることを確認の上で、本メニュー申込みと同時

にUniversal Oneサービス契約約款に基づきク

ラ ウ ド コ ネ ク ト 接 続 機 能 の Flexible 

InterConnect接続タイプを申込むことに同意

します。 

  Universal Oneサービス接続 １ （略） 

 

 

 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

３ 契約者は、Universal Oneサービス接続にお

いて１Ｇを超えるプランへの変更を請求する

ことはできないものとします。 

４ 契約者は、Universal Oneサービス接続にお
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いて１Ｇを超えるプランから他のプランへの

変更を請求することはできないものとします。 

  


